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①重要水防箇所（第３章）

重要水防箇所の変更

➢箇所数 331箇所（△4箇所）

➢延 長 168,637m（△24,493m）

水防計画（案）の主な改訂概要

22

③予報及び警報（第４章 第４節）

洪水浸水想定区域図整備の拡大
➢河川数 224河川（+141河川）

④水防協力団体（第12章 ）

水防活動の支援・強化

※（ ）書きはR５年度からの増減

②予報及び警報（第４章 第３節）

基準水位の見直し

➢石手川（松山市）

➢肱川（大洲市、西予市）

基準水位の設定
➢来村川（宇和島市）



重要水防箇所とは

重要水防箇所

➢洪水等に際して水防上特に注意を要する箇所

➢水防活動によって相当の効果が予想され、

次の条件の一を満たす箇所

⑴ 人家が100戸以上ある場合

⑵ 耕地が20ha以上ある場合

⑶ 人家50戸以上かつ耕地が10ha以上ある場合

⑷ 公共施設若しくは重要産業施設がある場合

特に危険な箇所

➢護岸、堤防などの施設が老朽化し、

警戒水位までに決壊が予想される箇所

➢護岸堤防などが破損している箇所
33

水防活動状況 西予市 H30 7月豪雨

重要水防箇所合同点検 大洲市 R5.6

① 重要水防箇所

主な改訂点



重要水防箇所の増減
重要水防箇所

331箇所（△4箇所） 168,637m（△24,493m）

特に危険な箇所

45箇所（ △11箇所） 12,350m（ △5,914m）

※（ ）書きは5年度からの増減
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箇所数 延長（ｍ） 箇所数 延長（ｍ）

河 川 154 55,325 31 10,145

国土交通省 海 岸 0 0 0 0

計 154 55,325 31 10,145

河 川 164 105,082 14 2,205

愛 媛 県 海 岸 13 8,230 0 0

計 177 113,312 14 2,205

河 川 318 160,407 45 12,350

総　計 海 岸 13 8,230 0 0

計 331 168,637 45 12,350

特に危険な箇所
　重要水防箇所

施設区分区  分

① 重要水防箇所

主な改訂点



重要水防箇所の分布

凡例： ～ 1,000m

1,001 ～ 3,000m

3,001 ～ 10,000m

10,001m ～

5

松山市

新居浜市

四国中央市

今治市

西条市

松前町

内子町

愛南町

宇和島市

上島町

東温市

大洲市

松野町

八幡浜市

伊予市

西予市

鬼北町

伊方町 砥部町

久万高原町

※上表の赤字箇所は重要水防箇所の延長の長い上位3市町を示す。

市町名
箇所数

（箇所）
延長（m）

四国中央市 15 3,130

新居浜市 6 629

西条市 36 32,417

今治市 19 8,554

上島町 0 0

松山市 60 31,751

東温市 11 4,810

久万高原町 0 0

伊予市 6 750

松前町 23 7,784

砥部町 7 1,800

大洲市 92 31,465

内子町 2 80

八幡浜市 12 8,560

伊方町 0 0

西予市 17 14,765

宇和島市 16 15,575

鬼北町 1 300

松野町 1 100

愛南町 7 6,167

合   計 331 168,637

R6.4現在

① 重要水防箇所

主な改訂点



重要水防箇所延長の減少・解消事例
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河川名：（二）中山川

L=5,856m → 5,745m（左岸）

整備内容：護岸改修

河川名：谷川

L=190m → 0m（右岸）

整備内容：河道拡幅

河川名：（一）肱川

L=13,100m → 1,300m（左岸）

整備内容：築堤

6

① 重要水防箇所

主な改訂点

重要水防箇所 減少事例 重要水防箇所 解消事例



7

（一）重信川（松前町）

既設堤防の漏水対策工事により、堤防決壊に対する安全性の向上。

180 ｍ → 0 ｍ（△180m）
特に危険な箇所の延長

特に危険な箇所の解消事例① 重要水防箇所

主な改訂点



8

■矢落川（小貝地区）

堤防整備（築堤）により、治水安全度を向上。

240 ｍ → 0 ｍ（△240m）
特に危険な箇所の延長

特に危険な箇所の解消事例① 重要水防箇所

主な改訂点



重要水防箇所の推移
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➢4箇所 減少
➢約24ｋｍ 減少

延長（ｍ）箇所
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335
(R5) (R6)
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(R6)
168,637193,130

(R5)

箇所数

延 長

① 重要水防箇所

主な改訂点
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56
(R5)

① 重要水防箇所

主な改訂点
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氾濫危険水位

水位情報（防災行動のタイミング）

水防団待機

避難指示の

発令を判断

＜重信川・肱川・矢落川＞

住民の避難完了

高齢者等避難の発令
を判断

・逃げ遅れた住民の救助等
・新たに氾濫が及ぶ区域の住民の避難誘導

氾濫警戒情報

氾濫発生情報

避難判断水位に達した
場合

水防警報

水防関係機関に通知する発表情報

水防警報河川

県管理河川
＜金生川・関川・国領川・渦井川・加茂川・中山川・蒼社川・立岩川・石
手川・小野川・大谷川・久万川・小田川・肱川（菅田～鹿野川）・喜木
川・千丈川・肱川（野村）・肱川（宇和）・立間川・須賀川・岩松川・三
間川・広見川・僧都川＞

氾濫の発生

水位名称
危険度
レベル

水位到達情報

氾濫危険水位に達した
場合

洪水予報河川

一般住民に周知する発表情報 市町・住民に求める行動

水防団出動

国管理河川
＜肱川・矢落川・重信川・石手川＞

氾濫危険水位
（危険水位）

避難判断水位

氾濫注意水位
（警戒水位）

水防団待機水位
（通報水位）

氾濫危険情報

氾濫注意情報

水位周知河川

水位到達情報
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国管理（２河川）
＜石手川・矢落川＞

県管理（24河川）
＜金生川外23河川＞

主な改訂点

②予報及び警報



基準水位の見直し
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主な改訂点

②予報及び警報

➢ 肱川（大川観測所）［大洲市菅田～鹿野川］

→堤防整備完成に伴い基準水位を変更 氾濫危険水位 5.65m

避難判断水位 4.90m

氾濫注意水位 4.50m

水防団待機水位 3.30m

現行

氾濫危険水位 6.45m

避難判断水位 5.20m

氾濫注意水位 4.50m

水防団待機水位 3.30m

＋0.80m

＋0.30m

±0.00m

±0.00m

見直し後

（大川観測所）



氾濫危険水位 5.00m

避難判断水位 4.00m

氾濫注意水位 3.70m

水防団待機水位 2.60m

基準水位の見直し
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主な改訂点

②予報及び警報

➢ 肱川（荒瀬観測所）［西予市野村］

→河床掘削完了による流下能力向上及び
水防活動の実績を踏まえ、基準水位を変更

現行

野村ダム下流区間整備内容

氾濫危険水位 5.70m

避難判断水位 4.50m

氾濫注意水位 4.40m

水防団待機水位 3.10m

＋0.70m

＋0.50m

±0.70m

±0.50m

見直し後

（荒瀬観測所）



基準水位の見直し
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主な改訂点

②予報及び警報

氾濫危険水位 6.10m

避難判断水位 5.30m

氾濫注意水位 4.90m

水防団待機水位 4.00m

氾濫危険水位 6.10m

避難判断水位 5.50m

氾濫注意水位 4.90m

水防団待機水位 4.00m

-0.20m

現行

見直し後

➢ 石手川（湯渡観測所）［松山市］

→R5.７に観測史上最高水位を観測し、
流下能力を再検討した結果、基準水位を変更
併せて重要水防区間を再確認し水位周知区間
を上流側に550ｍ延伸

松山河川国道事務所HPより

➢ 来村川（寄松観測所）［宇和島市］

→避難情報の目安の基準として水防待機団水位及び氾濫注意水位を設定

（湯渡観測所） （湯渡観測所）
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住民の避難体制強化

＜洪水浸水想定区域図の整備拡大（県）＞
令和3年度から取組

■中小河川の洪水浸水想定区域図整備に着手
【背景】
令和元年東日本台風等で、洪水浸水想定区域図
が未整備の中小河川で河川氾濫が多数発生。

浸水想定区域図の整備対象を中小河川に拡大し
水害リスク情報の空白域を解消

➢水害リスクの高い河川から優先して整備

＜洪水ハザードマップの整備（市町）＞

➢三谷川水系三谷川等224河川の区域図を

新たに作成。今年度5月中の指定・公表を予定。

洪水浸水想定区域図の整備拡大③予報及び警報

主な改訂点



東予管内
30河川

東予管内
30河川

中予管内

19河川

中予管内

19河川

南予管内
175河川
南予管内
175河川

合計224河川
（新たに作成した河川）

洪水浸水想定区域図の拡大③予報及び警報

主な改訂点
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これまでの61河川以外に、新たに作成した河川



水防活動の支援・強化④水防協力団体

主な改訂点

17

水防協力団体制度を活用し、
地域水防力を強化

・地域の水防体制を保持するため、水防管理者（市町村長等）が水防法に基づき民間企業、NPO、
自治会等を指定する制度。

・水防団等が行う水防活動と連携して、平常時の水防に関する普及活動、災害時の巡視、土のう運搬等
の工法支援などを行うことができる。

【背景】
水防団員・消防団員の減少と高齢化の

進行により地域水防力が低下。

・水害リスクを自分事化し、流域治水に
取り組む主体を増やす検討会を実施。

・地域に貢献する水防活動への企業等へ

の参画

＜水害リスクの自分事化＞

■水防協力団体

水防協力団体の体系図

（全国水防管理団体連合会HP）

愛媛県では
大洲市、西予市、
愛南町にて指定
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流域治水の更なる推進
■流域治水マニュアルの策定【住民版】

水防等に関する取組み

住民版

○会話形式のストーリー

○取組み効果を具体的に解説

＜理解を深める＞

○メカニズムを分かりやすく

＜共感を得る＞

＜参画の動機付け＞
○メンバーズカードを添付 ○誰でも手軽に取り組める内容を掲載
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流域治水の更なる推進
■流域治水マニュアルの策定【企業版】

水防等に関する取組み

企業版 ＜理解を深める＞

＜共感を得る＞

＜参画の動機付け＞

○会話形式のストーリー ○気候変動の影響を紹介

○SDGsと関連付けて取組みを紹介

○取組み効果を具体的に解説

○BCPのメリットを解説



➢登録企業等の名称及び取組み内容を県ＨＰなどでＰＲ

（企業の付加価値を後押し）

➢登録ログマーク入りのステッカー及びマグネットの配布

➢登録ロゴマークの使用 20

流域治水の更なる推進
■流域治水推進企業等登録制度の創設

水防等に関する取組み

制度の趣旨

流域治水に取り組む県内企業等を県のホームページやＳＮＳ等を通じて広く周知

するとともに、企業等が自らの取組みを発信していくことを促進することで、

県内における流域治水の普及・定着を進めることを目的とする。

登録要件

➢県内において流域治水に取り組んでいる県内企業等であること

➢取組みを２項目以上実施していること

（雨水タンクの設置、透水性舗装の敷設、水災害に備えた資機材の確保、非常用電源の確保、防災士の取得、

水災害を含めた企業ＢＣＰの作成、森林保全活動の実施、流域治水に関する啓発活動 など）

登録のメリット



■特定都市河川都谷川における流域水害対策計画の策定
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特定都市河川の指定

特定都市河川の目的

従来のハード対策に加え、流域内
の雨水の流出抑制、貯留機能の
保全等の対策を組み合わせること
で、これまでの内水対策のさらな
る強化を図る

東大洲地区の３河川を
特定都市河川に指定
（令和５年４月１日）

（一）都谷川
（一）古川
（一）野田川

水防等に関する取組み

流域のあらゆる関係者で構
成する流域水害対策協議会
を設立

（令和５年４月24日）

総合的な浸水被害対策として
流域水害対策計画を策定

（令和５年12月19日）

【計画概要】
策定者：国・県・市
計画対象降雨目標：平成３０年７月豪雨
計画期間：概ね２０年
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流域治水の更なる推進
■流域治水実践支援プログラムを開始

水防等に関する取組み

県独自のモデル事業（市町と連携した住民や企業の取組みへの支援）を
肱川流域に展開することで、流域治水の取組みを加速させる。



切迫した危険度の周知（河川）

151623

水防等に関する取組み

河川・砂防情報の提供

■愛媛県 河川・砂防情報システム
（雨量、水位、ダム諸量、土砂災害警戒情報を提供）

■えひめ河川メール
（雨量、水位、ダム諸量情報を自動配信）

かわ

簡易型監視
カメラ

■簡易型水位計（0⇒149箇所） ■簡易型監視カメラ（0⇒19箇所） ■CCTVカメラ（10⇒12箇所）

CCTVカメラ

河川防災情報の拡充（西日本豪雨災害以降）



防災教育の推進

1516
消防学校初任教育

■小中学校の防災教育（えひめ川プロ）

吉田小学校（宇和島市）など7校で実施

➢視覚的体験
河川の氾濫をＣＧ画像で体験

➢疑似体験

水深５０cm 歩行体験（避難体験）

■消防学校初任教育

市町消防職員約67名を対象に実施（R5.6.5）

➢水防活動の講習
水防活動の基礎知識や避難情報の活用

➢水防工法実習

ロープワーク・水防工法実習
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防災教育(えひめ川プロ）

水防等に関する取組み



ご審議をお願いいたします。


